
 

寄付金に対する免税の措置 

 

 

 

 ✱個人の寄付金に対する免税の場合✱ 

    

所得控除と税額控除とを比較していずれかの方法を選択することができます。 

 

   （１）所得控除 … 所得から差し引かれる金額 

       算式： ※1寄付金額－２,０００円＝所得控除額 

              ※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の 40％が限度 

        

         確定申告必要書類を送付いたします。 

           「特定公益増進法人の証明書（写）」 「領収証」 

 

 

 

（２）税額控除 … 所得税額から差し引かれる金額 

       算式： （※2寄付金額－２,０００円）×40％＝※3所得税控除額 

              ※2 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の 40％が限度 

              ※3 所得税控除額は、その年の所得税額の 25％が上限 

 

         確定申告必要書類を送付いたします。 

           「税額控除に係る証明書（写）」 「領収証」 

 

 

 

 

 


